
久慈市住宅マスタープラン（久慈市住生活基本計画）［概要版］ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視点１ 居住者の視点 

「住み続けられる・選ば

れる 住宅・住環境の整

備」 

 

 

視点２ 住まいの視点 

「世代を超えて住み継が

れる 良質な住宅ストッ

クの形成」 

住宅政策の理念 ： いつまでも住み続けたい・住んでみたい「久慈のまちづくり・住まいづくり」 計画期間：2020（令和２）年度～2030（令和 12）年度 

＜３つの視点＞ ＜基本施策＞ ＜８つの目標＞ 

目標１ 若年世帯・子育て世帯が安心して暮らせる

住宅・住環境の整備 

（１）若年世帯・子育て世帯向けの住宅取得に向けた支援 

（２）子育て世帯向けの支援 

（１）高齢者が安心して住まえる住宅確保の支援 

（２）高齢期に適した住宅への住み替え支援 

（３）高齢者向けの支援の充実、住み続けられる環境の整備 

（１）市営住宅等の適切な更新・再生  

（２）市営住宅等への入居支援 

（３）民営借家等の活用        

（４）居住支援の充実 

目標２ 高齢者世帯が健康・快適に住み続けられる

住宅・住環境の整備 

目標３ 公民連携による住宅セーフティネット体

制の構築 

（１）既存住宅の耐震診断や耐震改修促進 

（２）住宅リフォームの促進   

（３）「岩手型住宅」の普及・啓発 

（４）良質な住宅ストックの供給促進 

（５）既存住宅（中古住宅）の流通促進 

（１）移住促進に向けた支援体制の整備 

（２）将来の移住促進、地域活性化を図るための関係人口の創出等 

（１）地域を支える活動の支援・担い手育成の推進 

（２）地域の住宅産業の育成・連携への支援等 

（３）市民等への適切な情報提供の推進 

（１）災害に備えた住宅・住環境の形成 

（２）自主防災力の向上への取組みの推進 

（３）災害に備えた準備 

（１）空き家の発生の予防等 

（２）空き家バンクの登録促進と相談窓口の利用促進 

（３）空き家の利活用促進 

 

目標４ 既存ストックの価値向上及び良質な住宅

ストックの整備 

目標５ 空き家の適切な管理と地域の特性に応じ

た利活用の促進 

目標６ 災害に備えた安全・安心な住環境の形成 

目標７ 地域の活性化及び、本市への人の流れをつ

くる環境整備の推進 

目標８ 市民等への情報提供の推進、住宅政策の担

い手の育成・活動の支援 

（１）急速な人口減少社会への対応 
・平成 27（2015 年）約 3.6 万人の人口が令和 27（2045 年）

には約 2.5 万人と約 30％減少の見込み 

＜今後の住宅政策の課題＞ 

（３）高齢者の暮らしや住まいの安定 
・高齢者数の大幅な増加 

・高齢者単身及び高齢夫婦世帯が 1/4 を占める 

（２）若年層や子育て世帯の定着促進 
・20～30 歳代の家族形成期の人口が少ない 

・若年層が就学・就業時に転出 

（４）住宅困窮者向けの住まいの確保と居住支援の実施 
・中心部以外の市営住宅等の応募倍率は低い 

・人口減少を見据えた市営住宅等の総量の適正化 

・借家ストックの増加に伴い賃貸用の空き家も増加 

（５）ストックの質の向上 
・旧耐震と想定される住宅は３割近い 

・断熱性、高齢者等のための設備の不足 

（６）空き家の活用促進、適正な管理 
・空き家数は平成 30（2018）年には 3,210 戸と増加傾向 

・空き家率は 18.5％と高い 

（７）自然災害等への備え 
・近年の東日本大震災津波、台風等の大きな被害 

（９）住生活に関わる情報提供、担い手の育成・連携 
・市民への適切な情報提供、住宅政策の担い手の育成・連携

が必要 

１．重点的に取組む施策（重点施策） 

重点施策１．災害に備えた安全・安心な住環境の形成 

・自然災害に対する安全・安心な住宅・住環境の形成、災害に備えた防災力の向上等の取組み 

重点施策２．住宅確保への支援と地域の魅力発信等による移住・定住の誘導 

・若年世帯・子育て世帯の定着促進のために、住宅取得への支援等の住宅政策のみならず、雇用政策、子育

て政策等と連携した移住・ＵＩＪターンの取組みを推進 

重点施策３．地場の住宅産業への支援による良質な住宅ストック供給の推進 

・若年世帯・子育て世帯の定着、高齢者が安心し健康に暮らし続けるための基盤となる良質な住宅ストック

の整備、地場の設計者や工務店による地場産材の活用、環境に配慮した岩手型住宅供給の取組みを強化 

＜計画の実現に向けて＞ 

２．各主体の役割と連携 

（１）市民の役割 

・住宅の所有者・居住者として、住宅に愛着を持ちながら、住宅の質

を高めるとともに、住宅の安全を確保する役割があります。 

（２）民間事業者の役割 

・良質な住宅ストックの供給・確保のため、住宅の安全性、品質、性

能の確保に努めることが求められます。  

（３）行政の役割 

・本計画に掲げた住宅政策の目標・施策を着実に実行していくととも

に、市民に対して計画の周知を図ります。 

（８）地域の活性化及び、本市への人の流れづくりへの

支援 
・本市への人の流れづくりに関する施策への高いニーズ 

３．計画の進行管理等 

（１）計画の進行管理 

・目標達成に向けたＰＤＣＡサイクルの取組み 

・重点施策について「成果指標」をもって効果を検討 

・社会背景の変化に柔軟に対応し、国や県の政策等を

踏まえた、施策の見直しや拡充 

（２）ＳＤＧｓとの関係 

・「目標 11 住み続けられるまちづくり」を中心に、８

つの関連する目標を意識した取組みを推進 

 

視点３ まちづくりの視点 

「地域で暮らし続けられ

る・選ばれる まちづく

りと仕組みづくり」 


